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１  函館市公害防止条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 

(1) 改正理由 

   大気汚染防止法施行令の一部改正に伴い規則に委任されているばい煙発生施設

の規模に関する要件を改めるに当たり，大気汚染防止法の規定に準じ，規則の制

定改廃に伴う経過措置に関する規定を整備するため。 

 

 

 (2) 改正内容 

現 行 改 正 案 

第25条 （略） 第25条 （略） 

  

 （経過措置） 

（新設） 第25条の２ この条例の規定に基づ

き規則を制定し，または改廃する

場合においては，その規則で，そ

の制定または改廃に伴い合理的に

必要と判断される範囲内におい

て，所要の経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）を定めるこ

とができる。 

  

（規則への委任） （規則への委任） 

第26条 この条例の施行に関し必要

な事項は，規則で定める。 

第26条 （略） 

 

 

 (3) 施行日 

   令和４年１０月１日 
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２  専決処分の報告について（損害賠償の額について） 

 

 

(1) 専決処分の内容 

   令和４年５月２４日函館市乃木町６番先路上で発生した公用車物損事故による

損害賠償の額を令和４年７月２８日地方自治法第１８０条第１項の規定により，

次のとおり専決したので報告する。 

 

(2) 損害賠償の額 

   ５７３，９００円 

 

(3) 損害賠償の相手方および損害賠償額 

  ア 函館市に在住する４０歳代の女性 

    ２３，９００円 

  イ 函館市内に住所を有する会社 

    ５５０，０００円 

 

(4) 専決処分の報告 

   地方自治法第１８０条第２項の規定により，令和４年第３回市議会定例会に専

決処分をした旨の報告をする。 


